
令和２年４月１日以後に開始する課税期間
することが義務付けられています。

することが義務付けられています。

（注1）

（注2）（注3）

電子計算機

注1

注3

注2

消費税の申告期限の特例（参
照→P53）の適用を受けてい
る法人は、その適用により延
長された申告期限の翌日から
７年間となります。

電子計算機を使用して作成す
る国税関係帳簿書類の保存方
法等の特例に関する法律（電子
帳簿保存法）上の保存方法等に
ついては、国税庁ホームページ
に掲載されている「電子帳簿保
存法取扱通達解説（趣旨説明）」
や「電子帳簿保存法Q&A（一問
一答）」を参考としてください。

帳簿を電子データで保存する
場合の保存方法等について詳
しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ内の「電子
帳簿等保存制度特設サイト」
から、取扱通達や一問一答な
どをご確認ください。

取って作成した電子データに
よる保存が認められます。

注3

　また、パソコンなどで作成した帳簿を、一定の要件の下に電子
データのまま保存することができます。（注2）（注3）
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詳しくは、国税庁ホームページに掲載してい
るパンフレット「特定非常災害に係る消費税
の届出等に関する特例」をご参照ください。
なお、令和６年能登半島地震の被災事業者に
ついては、パンフレット「令和６年能登半島
地震により被害を受けた事業者の方へ 消費
税の届出等に関する特例等について」をご参
照ください。

［6］適格請求書発行事業者が被災事業者となった場合の適格請求書発行
事業者の登録の取消しを求める特例
　被災事業者である適格請求書発行事業者（基準期間における課税
売上高が1,000万円以下である者に限ります。）が、その被害を受け
たことによって、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場
合には、指定日までに所轄税務署長へ「適格請求書発行事業者の登
録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、その提出
日の翌日から適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができま
す（この場合、原則としてその提出日の属する課税期間は納税義務
が免除され、免税事業者となります。）。
　なお、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している適格請求
書発行事業者（基準期間における課税売上高が1,000万円以下である
者に限ります。）については、指定日までに「消費税課税事業者選
択不適用届出書」を提出することにより、その提出日の属する課税
期間の納税義務が免除されるとともに、「適格請求書発行事業者の
登録の取消しを求める旨の届出書」を提出したとみなされ、その提
出日の翌日から適格請求書発行事業者の登録も取り消されることと
なります。


